
資料４－１ 令和２年１１月定例会（事前）

文教厚生委員会（保健福祉部）

「徳島県障がい者施策基本計画〈中間見直し版〉」（素案）について

１ 中間見直しの趣旨
・県障がい者施策の進捗に伴う計画期間（H30～R5）後期の見直し
・新型コロナウイルス感染症に向けた「新たな日常」対応、取組みの追加
・障害者文化芸術推進法(H30.6施行)に基づく「県推進計画」に位置づけ
・国指針に基づく「障がい(児)福祉計画」の今後３年間(R3～R5)の
障がい福祉サービス提供体制の設定

２ 計画（素案）の概要
(1) 基本理念

障がいの有無に関わらず、全ての県民が互いに人格や個性を尊重し、
活躍できる徳島づくり

(2) 重点項目
①地域社会における「心のバリアフリー」の促進
・差別解消、権利擁護の推進のため、虐待防止研修の推進や
「心のバリアフリー」の取組みを強化

②地域で安心して暮らせる環境づくり
・障がい者施設における災害対策の推進

③障がい者の自立と社会参加の促進
・「WITH・コロナ時代」における工賃向上の取組みの推進
・点字図書館の点字、録音図書等製作に必要な環境整備の充実
・デジタル社会を見据えた遠隔手話サービスの体制整備をはじめとする
視聴覚障がい者への情報提供の支援

・県障がい者芸術・文化活動支援センター(H30.9設置)を核とする
活動環境の充実強化

④障がい福祉サービス等の支援体制の充実
・障がい福祉サービスにおける新型コロナウイルス感染防止対策と
安定的なサービス提供の両立支援

・医療的ケア児や難聴児等、障がい児支援の体制整備の推進
・施設入所者及び精神病床からの退院患者の地域生活への移行の推進

※令和３年度から５年度の障がい福祉サービス提供体制については、
各市町村が策定する障がい福祉計画のサービス見込量を踏まえて設定

(3) 主要施策の数値目標
令和元年度実績値に基づき令和５年度目標数値を修正

３ スケジュール（予定）
令和２年１２月 パブリックコメント実施
令和３年 １月 障がい者施策推進協議会において計画（案）検討

２月 県議会に計画（案）報告
３月 計画策定


